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令和７(２０２５)年度実施 

川崎市立学校教員採用候補者選考試験（秋期選考） 

受 験 案 内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この選考試験は、令和８（２０２６）年度に川崎市立小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教員

として採用する候補者を決定するために実施するものです。（神奈川県、横浜市及び相模原市の採用試験と

は異なります。） 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市教育委員会 

  

受 付 期 間  令和７(202５)年 8 月２6 日（火）～ ９月2４日（水） 
 

第１次試験  試 験 日 令和７(202５)年１０月１８日（土） 

    試験会場 川崎会場：川崎市役所南庁舎 

大阪会場：大和大学 
 

第２次試験  面接試験 1１月１日（土）、 １１月３日（月）のうち１日 

         1１月１５日（土）、 １１月１６日（日）のうち１日 
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１ 募集対象・募集人員 

  

  

校種 教科 募集人員 

小学校  ５０名程度 

中学校・高等学校 

国語、社会、数学、理科、 

音楽、美術、保健体育、 

技術、家庭、英語 

情報、商業（※） 

３０名程度 

特別支援学校  ５名程度 

（注） 

・「小学校」及び「中学校・高等学校」の合格者は、原則としてそれぞれの校種（「中学校・高等学校」は高等学校の配置を

含む。）に配置されます。その際、特別支援学級等を担当する場合もあります。 

・高等学校の教諭は、「中学校・高等学校」として募集します。 

・「特別支援学校」の合格者は、原則として特別支援学校に配置されますが、小学校又は中学校に配置され特別支援学級等を

担当する場合もあります。 

・「中学校・高等学校」の社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、家庭、英語の合格者は、小学校に配置され専科指導を

担当する場合もあります。 
・「中学校・高等学校」の情報、商業の合格者は、高等学校に配置されます。 
 
（※）中学校・高等学校の教科における音楽、美術、保健体育、英語については、一般選考及び特別選考Ａにおける選考区

分での募集は行いません。 
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２ 受験資格  

次の（１）から（３）までの条件をすべて満たす人が、受験できます。 

 

（１）昭和３９年４月２日以降に生まれた人 
 

（２）校種・教科ごとに次の免許状を有する人又は令和８(２０２６)年３月３１日までに取得見込の人 

 

校種・教科 免 許 状 

小学校 小学校教諭普通免許状 

中学校・高等学校 
(高等学校の教諭は「中学校・高等学

校」として含めて募集します。 

【中学校希望者】 

受験する教科の中学校教諭普通免許状 

【高等学校希望者】 

受験する教科の中学校教諭普通免許状及び高等学校教諭普通免許状 

（社会の受験者の中で高等学校を希望する場合は「地理歴史」及び「公民」の両方

の高等学校教諭普通免許状が必要です。） 

 ※ 高等学校教諭普通免許状だけでは受験できません。 

特別支援学校 

次の①、②の免許状の両方 

①特別支援学校教諭普通免許状（視覚障害者教育領域のみの免許状を除く）又は聾

学校若しくは養護学校教諭普通免許状 

②小学校教諭普通免許状又は中学校教諭普通免許状 

 
 

（３）地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条による欠格事項に該当しない人 

※ 第２次試験の合格者で、本市での採用を希望した者を対象に欠格事由照会を実施し、受験資格を確 

認します。その結果、受験資格がないことが判明した場合は、合格は無効となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公務員法第１６条（欠格条項） 

 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができな

い。 
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 

学校教育法第９条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 
一 禁錮以上の刑に処せられた者 
二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない

者 
三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者 
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 
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３ 選考区分 

 

（１）一般選考 

   ２の受験資格を満たす人を対象とします。 

 

（２）特別選考 

   ２の受験資格と特別選考ごとに定める以下の条件の両方を満たす人を対象とします。 
 

選考区分 対象者（条件） 選考区分別必要書類 

特別選考Ａ 
【教員経験者・社会人

経験者等特別選考】 

 
【正規教員経験者】 
 
国公立学校又は私立学校において正規教員として、平成２７年４
月１日から令和７年３月３１日までの間に、通算１年以上勤務し
た経験（休職・育児休業等の期間を除く）を有し、必要とする職
歴証明書を提出できる人 
 
※ 必要な勤務経験 
【小学校の受験者】 
⇒「小学校」、「特別支援学校小学部」「義務教育学校前期課程」
における勤務経験（養護教諭を除く） 

  
【中学校・高等学校の受験者】 
⇒「中学校」、「義務教育学校後期課程」、「高等学校」、「中等教
育学校」、「高等専門学校」、「特別支援学校中学部又は高等
部」における勤務経験（養護教諭を除く） 

 
【特別支援学校の受験者】 
⇒「小学校」、「中学校」、「義務教育学校前期又は後期課程」、
「高等学校」、「中等教育学校」、「高等専門学校」、「特別支援
学校」における勤務経験（養護教諭を除く） 

 

任命権者の証明を受けた
職歴証明書を第２次試験
合格後、指定された日に
提出 

 
【臨時的任用職員・非常勤講師・一般任期付教員等経験者】 
 
ア 臨時的任用職員・非常勤講師 
川崎市立学校において休業代替任期付職員、臨時的任用職員又は
非常勤講師（週２０時間以上）として、平成２７年４月１日から
令和７年３月３１日までの間に通算１年以上勤務した経験を有
する人 
※ 必要な勤務経験 
【小学校、中学校・高等学校、特別支援学校の受験者】 
⇒「小学校」｢中学校」｢高等学校」｢特別支援学校｣における
勤務経験 

 
イ 一般任期付教員 
川崎市立学校において一般任期付教員として、令和７年９月１日
現在勤務している人、又は令和４年４月１日から令和７年３月３
１日までの間に通算１年以上勤務した経験を有する人 

 

ウ 期限付教員 
令和４年１２月に実施した、川崎市立学校一般任期付教員・期限
付教員採用候補者選考、又は令和５年１２月に実施した、川崎市
立学校一般任期付教員採用候補者選考に期限付教員として合格
し、令和７年９月１日現在、川崎市立学校において休業代替任期
付職員又は臨時的任用職員として勤務している人、又は令和５年
４月１日から令和７年３月３１日までの間に通算１年以上勤務
した経験を有する人 
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エ 育児休業代替任期付教員 
令和７年２月に実施した、川崎市立学校育児休業代替任期付教
員採用候補者選考に合格し、令和７年９月１日現在、川崎市立
学校において育児休業代替任期付教員として勤務している人 
 
※ イ～エは、勤務している校種・教科と受験する校種・教科
が同一である必要はありません。 

 
オ 川崎市立学校以外の臨時的任用職員・非常勤講師 
川崎市立学校以外の国公立学校又は私立学校において休業代替
任期付職員、臨時的任用職員又は非常勤講師（週２０時間以
上）等として、平成２７年４月１日から令和７年３月３１日ま
での間に通算３年以上勤務した経験を有し、必要とする職歴証
明を提出できる人 
 
※ 必要な勤務経験は「正規教員経験者」と同じ 

 

 
特別選考Ａ 

【教員経験者・社会人経験

者等特別選考】の続き 

 
【社会人・青年海外協力隊員等経験者・資格取得者】 
 
カ 社会人 
民間企業又は官公庁等において常勤の職※（国公立学校又は私立
学校の正規教員経験を除く）として、平成２７年４月１日から令
和７年３月３１日までの間に通算１年以上勤務した経験（休職期
間等勤務の実態がない期間を除く）を有し、必要とする職歴証明
書を提出できる人 

 
キ 青年海外協力隊員等経験者 
独立行政法人国際協力機構法（廃止前の国際協力事業団法の規定
に基づく派遣を含む）に基づく青年海外協力隊員又は日系社会青
年ボランティアとして、平成２７年４月１日から令和７年３月３
１日までの間に継続して１年以上の派遣実績（派遣期間）を有し、
派遣の証明書を提出できる人 

 
ク 資格取得者 
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師、臨床心理士、
保健師、助産師又は看護師のいずれかの資格を有し、その資格に
基づく常勤の職※として、平成２７年４月１日から令和７年３月
３１日までの間に通算１年以上勤務した経験（休職期間等勤務の
実態がない期間を除く）を有し、必要とする職歴証明書を提出で
きる人 

 
※ 常勤の職とは正規職員と同等の勤務形態である場合を指しま
す。アルバイト・パートタイムは該当しません。 

 
 
 
カ 
任命権者等の証明を受け
た職歴証明書を第２次試
験合格後、指定された日
に提出 
 
 
キ  
独立行政法人国際協力機
構が発行する証明書を第
２次試験合格後、指定さ
れた日に提出 
 
 
ク  
受験に必要な資格を証明
する書類及び任命権者等
の証明を受けた職歴証明
書を第２次試験合格後、
指定された日に提出 

 

特別選考Ｂ 
【市外現職正規教員特別選

考】 

令和８年３月３１日時点で、市外の国公立小学校・中学校・高
等学校・特別支援学校における正規教員として継続して３年以
上勤務（休職・育児休業等の期間を除く）しており、必要とす
る職歴証明書を提出できる人 

任命権者の証明を受けた
職歴証明書を第２次試験
合格後、指定された日に
提出 

特別選考Ｃ 
【川崎市立学校正規教員

経験者特別選考】 

（ジョブ・リターン制度） 

川崎市立学校において、平成２２年４月１日以降で通算３年以
上、正規教員として勤務し、令和７年４月１日現在、川崎市立
学校の正規教員として在職していない人 

 
※ 勤務していた校種・教科で受験する人に限ります。 

 

 
※ 私立学校とは、学校法人の設置する学校をいいます。（学校教育法第２条第２項） 
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※ 勤務経験期間の算出方法 
勤務経験の期間は月単位で通算します。任用開始月又は終了月の期間は、それらが月の途中であったとしてもそれぞれ

１月の経験とします。ただし、１つの任用が終了し、同一月内に次の任用が開始される場合、あとの在職期間に当該月は
算入できません。また、休職期間等勤務の実態がない期間は加算しません。 

  ※ 「正規教員」とは、任用期間の定めなく任用された教員とします。 

※ 特別選考Ａア、イ、ウの条件の詳細について 
●休業代替任期付職員とは、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校で教員として、次の事由により正規職員と同一
の勤務時間で期限付任用される職員です。 
・育児休業に伴う任用（地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項） 
・配偶者同行休業に伴う任用（地方公務員法第２６条の６第１項） 

●臨時的任用職員とは、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校で教員として、次の事由により正規職員と同一の勤
務時間で期限付任用される職員です。 
・正規職員に欠員が生じた場合等の任用（地方公務員法第２２条の３） 
・産休に伴う任用（女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第３条第１項） 
・育児休業に伴う任用（地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項） 

●非常勤講師とは、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校で、専科や少人数指導等を担当するために非常勤で任用
される職員（会計年度任用職員）です。特別選考Ａでは、週２０時間以上（複数校勤務を含む。）勤務した者としま
す。 

●一般任期付教員とは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第４条に基づき、川崎市立小学校、中学
校、高等学校及び特別支援学校で教員として、あらかじめ任期を定めて採用される教員です。 

●期限付教員とは、令和４年１２月に実施した、川崎市立学校一般任期付教員・期限付教員採用候補者選考、又は令和５
年１２月に実施した、川崎市立学校一般任期付教員採用候補者選考に期限付教員として合格をし、川崎市立学校におい
て、上記の休業代替任期付職員又は臨時的任用職員として勤務している人です。 

●育児休業代替任期付教員とは、令和７年２月に実施した、川崎市立学校育児休業代替任期付教員採用候補者選考に合格
し、川崎市立学校において育児休業代替任期付教員又は臨時的任用職員として勤務している人です。 

 
 
 

４ 試験日、会場、試験内容及び結果通知    

（１）第１次試験（一般選考、特別選考Ａのみ実施） 

ア 試験日 

令和７(２０２５)年１０月１８日（土） 
 

イ 試験会場（予定）  

・川崎会場 川崎市役所南庁舎（川崎市川崎区東田町５番地４） 

・大阪会場 大和大学（大阪府吹田市片山町２－５―１） 
 

ウ 選考区分ごとの試験項目 （○が付いている試験項目を受験） 

※ 小論文Ｂは、第２次試験の扱いとなりますが、第１次試験の受験者全員に実施します。 
 

       試験項目 

選考区分 

 一般教養・ 

教職専門 
教科専門 小論文Ａ 

小論文Ｂ 

（第２次試験扱い） 

一般選考 

（小学校） 

○ 

（マークシート） 

○ 

（マークシート） 
― ○ 

一般選考 

（中・高、特） 

○ 

（マークシート） 

○ 

（小論文） 
― ○ 

特別選考Ａ 

（小学校） 
― 

〇 

（マークシート） 
○ ○ 

特別選考Ａ 

（中・高、特） 
― 

○ 

（小論文） 
○ 〇 

特別選考Ｂ ― ― ― ― 

特別選考Ｃ ― ― ― ― 
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エ 試験内容 

試 験 の 種 類 試 験 の 内 容 

筆記試験 

（マークシート） 

 

教科専門試験 

（６０分） 

小学校 小学校全科に関する専門試験 

一般教養･教職専門試験
（６０分） 

人文・社会・自然科学等に関する一般教養試験 
教育原理・教育心理・教育関係法規等に関する教職専門試験 

論文試験 

教科専門試験 

（６０分） 

中学校・高等学校 

６００字以内の論述 

特別支援学校 

小論文Ａ 

（６０分） 
６００字以内の論述 

論文試験 
(第２次試験扱い) 

小論文Ｂ 

（６０分） 

６００字以内の論述 
※ 第２次試験の扱いとなりますが、第１次試験の受験者
全員に実施し、第１次試験の合格者のみ採点します。 

 

オ 第１次試験の結果通知  

合否の結果は、１０月３１日（金）（予定）に、第１次試験受験者全員に通知します。また、「川崎市立学

校教員採用候補者選考試験」のホームページに、通知発送の日から１週間程度、第１次試験合格者の受験番

号を掲載します。 
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（２）第２次試験 

第２次試験は第１次試験の合格者について次のとおり実施します。試験日、試験会場等の詳細は結果ととも

に通知します。 
 

ア 試験日 
 

（ア）一般選考及び特別選考Ａ 

  令和７年１１月１５日（土）、１１月１６日（日）のうち１日 
 
（イ）特別選考Ｂ及び特別選考Ｃ 

令和７年１１月１日（土）、１１月３日（月）のうち１日 

※ 面接試験は、諸事情により、日程、期間等が変更となる場合があります。 
 

イ 試験会場（予定） 
 

川崎市役所南庁舎（川崎市川崎区東田町５番地４） 
 
ウ 校種・教科ごとの試験項目 （○が付いている試験項目を受験） 

 

エ 試験内容 

（ア）場面指導 

受験者が学級担任の役になり、児童生徒を指導する場面を設定して行います。指導する内容（テーマ）

は、受験票交付時にお知らせします。 
 

（イ）個人面接 
 

オ 第２次試験の結果通知 

合否の結果は、１２月３日（水）（予定）に、第２次試験受験者全員に通知します。また、「川崎市立学校教員

採用候補者選考試験」のホームページに、通知発送の日から１週間程度、第２次試験合格者の受験番号を掲載し

ます。 
 

（３）試験結果についての情報提供 

第１次試験及び第２次試験の不合格者へは、試験結果[ランク等、総合評価得点、試験の種類ごとの得点（換

算点）]を、選考結果通知に記載してお知らせします。 
 
（４）注意事項 

ア 試験会場への来場は、公共交通機関を利用してください。 

イ 集合時間に遅刻すると受験できない場合があります。なお、試験開始後の入場は認められませんので、一

切受験できなくなります。 
 

  

試験項目 

選考区分 
場面指導 個人面接 

小論文Ｂ 

(第１次試験日に実施) 

一般選考 ○ ○ ○ 

特別選考Ａ ○ ○ ○ 

特別選考Ｂ ○ ○ ― 

特別選考Ｃ ○ ○ ― 
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５ 受験に際して配慮が必要な場合 

  受験に際して支障が生ずることがないよう可能な限り配慮をするほか、障がいの程度に応じて試験内容の一部

を変更または免除する場合があります。申請時に希望する配慮の内容を記載してください。 
 

６ 採用について 

（１）第２次試験の合格者は、「令和８(２０２６)年度川崎市立学校教員採用候補者名簿」に登載し、原則として、

令和８(２０２６)年４月１日に採用します。 
    

（２）令和８(２０２６)年３月３１日までに受験した校種･教科の教諭普通免許状を有しない場合（免許状の有効性

が失われている場合を含む）、申込処理票等に虚偽の記載をした場合や資格要件を欠いていることが判明した場

合、採用するにふさわしくない非違行為等があった場合は、採用しません。 

※ 教員免許更新制度は廃止されましたが、免許状の取得時期や更新の有無等により免許状としての有効性

が失われている場合がありますので、特に注意してください。 
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７ 申込手続 
 

電子申請でお申込みください。複数の受験申込をした場合、先に受信した申込のみ有効とします。 
   申込期間終了後に申込内容の変更はできませんので、必ず申込期間中に、申込内容に誤りがないか確認して

ください。また、申込期間終了後に申込みを取り下げた場合は、いかなる理由においても受験することができ
ません。 

 

（１）電子申請  

申込方法 

 
「川崎市立学校教員採用候補者選考試験」のホームページから、「令和７年度実施川崎市立学
校教員採用候補者選考試験（秋期選考）の実施について」に進んで、申込手続の方法をよく確
認してから、ページ内にある「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」へのリンクから申
請手続を行ってください。 
 
※ 「川崎市ホームページ」から進むには ⇒「川崎市教育委員会」⇒ 
「相談・手続き・採用・募集」⇒「採用・募集情報」⇒「川崎市立学校 
教員採用候補者選考試験」⇒「教員採用試験概要・受験申込」⇒「令和 
７年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験（秋期選考）の実施に 
ついて」 

（ＵＲＬ：https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000178506.html） 

  

（１）電子申請の利用者登録 

「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」を利用するため利用者登録を行います。 
・利用者登録は、申込受付期間の前でも可能です。 
・登録した「メールアドレス」と｢パスワード｣は忘れないように控えておいてください。

（２）受験申込 

「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」を利用して、受験申込を行います。 

・次に、申請手続が完了し、最後に「申込番号」が表示されることを確認し、忘れない 

ように控えておいてください。 

・「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」による申込後、到達メールが送信され 

ます。１時間経過しても到達メールが届かない場合は、教職員人事課まで電話で御 

連絡ください。 

 ※ 顔写真（縦４：横３、６か月以内に撮影した、胸から上、背景無地、脱帽、正面向き）の 

データ添付が必要となります。  

※ 特別選考Ｂ及び特別選考Ｃの申込では面接カードのデータを添付することができます。 

（１１ページ参照） 

 

受付期間 

令和７(2025)年８月２６日(火)～令和７(2025)年９月２４日(水)（受信有効） 
 
※ 受付期間終了後の申込は受理することができませんので注意してください。 
※ 申込締切日はアクセスが集中し、サイトにつながらない、又は表示に時間がかかる等の現象が起

こることがありますので、申請手続は期限に余裕をもって行ってください。 
※ 使用するパソコンや通信回線上の障害等のトラブルについては、一切責任を負いません。 

受験票 

受験票は1０月上旬（予定）に「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」のマイページか

らダウンロードできるようになります。ダウンロードができるようになりましたら、登録のメ

ールにお知らせします。 

受験票を印刷し、試験当日に必ず持参してください。この受験票は第２次試験でも使用しま

す。 

 (注) インターネットに接続可能なパソコン等で申請してください。 
「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」は、入力時間に制限（６０分）があります。あらかじめ、

入力項目（教員免許、履歴）等を確認してから入力してください。入力の制限時間を超えると強制終了と

なり、はじめから入力しなおす必要があります。途中保存しておくと、その続きから入力できます。 

  

  

 

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000178506.html
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（２）面接カードについて 

面接カードはホームページからダウンロードして両面印刷して記入し、次の方法で提出してください。 

一般選考及び特別選考Ａ 第１次試験当日に試験会場で提出してください。 

特別選考Ｂ及び特別選考Ｃ 

ＰＤＦ形式にして電子申請時に添付してください。 

 または、原本をレターパックプラス又は書留にて次の送付先まで郵送して

ください。 

 

 送付先  

〒２１０－８５７７ 

 川崎市川崎区宮本町１ 川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課 

 

 送付期限（紙での送付の場合） 

 令和７(2025)年９月３０日(火)（消印有効） 

 

 

 
 
 

※ 「川崎市立学校教員採用候補者選考試験」のホームページにおいて最新情報を随時発信し 

ますので是非御覧ください。また、悪天候等による交通機関の遅延等、選考当日の緊急連絡 

についても掲載しますので、御覧ください。 

  

 https://www.city.kawasaki.jp/880/category/12-6-1-0-0-0-0-0-0-0.html 
 

  

 

 

 

問い合わせ先 

川崎市教育委員会事務局 職員部 教職員人事課 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

電話(０４４)２００-１９０４  FAX(０４４)２００-２８６９ 

ｅ‐mail 88kyojin@city.kawasaki.jp 

https://www.city.kawasaki.jp/880/category/12-6-1-0-0-0-0-0-0-0.html
mailto:88kyojin@city.kawasaki.jp

